
1 施設の名称等

(1) 公の施設の名称 津山市市営住宅等

(2) 指定管理者 所在地 津山市山北５２０番地

名 称 一般財団法人津山市都市整備公社

代表者 理事長　政岡　大介

(3) 公の施設の所管部署 都市建設部建築住宅課

(4) 評価対象期間 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

2 施設の利用状況(別紙）

(1) 利用者数等

(2) 事業内容（自主事業等）

3 収支の状況

(1) 収入 総額 69,943 千円

（指定管理者の収入） 　指定管理料 69,942 千円

　その他の収入 1 千円

(2) 支出 総額 69,943 千円

（指定管理者の収出） 主な支出
　人件費 18,206 千円

　需用費 37,539 千円

（修繕費、消耗品費等）
　役務費 千円

（手数料、保険料等）
　委託料 千円

　材料費 千円

　負担金 千円

　租税公課 千円

　管理負担金 千円

4 総合評価結果

(1) アンケート調査の概要

(3) 市の評価
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　公営住宅法その他関係法令の順守に努め、公平・公正な住宅管理業務を行っている。
　施設・設備の点検や不良個所の修繕等、施設の維持管理業務においても、概ね適切な
管理が行われている。また、入居者からの相談や要望に対する休日・夜間を含めた迅速な
対応や高齢者等に対する福祉的視点を含めた対処は評価できる。
　住宅使用料（家賃）の収納業務においても、現年度分・滞納分ともに前年度数値(収納
率)を上回る水準であり、臨戸訪問や電話催告、納付相談等の取り組みによる成果と認め
られる。
　全般として、協定書・事業計画書等に基づき、概ね適切な管理運営が図られたと判断す
るが、滞納家賃の解消など、管理運営上の課題解決に向け、一層の取り組みが求められ
ることから、今後とも市担当課と密に連携し、適切な業務分担と相互協力による業務遂行
に心掛けられたい。

指定管理業務評価書

(2) 指定管理者の自己評価 事業実施計画書に基づき、下記のとおり業務を行った。
主な業務として、入退去及び各種申請の受付、退去確認、住宅使用料の徴収及び住宅の
修繕を行った。
住宅使用料収納率向上のため、滞納者に対して、定期的に催告書を送付するとともに、個
別に電話催告を行った。さらに、来庁を要請するなど納入指導を徹底した。同時に入居者
の生活実態調査を行い、実態に則した入居状況への是正に努めた。
次年度の家賃算定に必要となってくる収入申告書の未提出者に対し、夜間訪問等を行
い、提出するよう指導した。またその際に、入居者・同居者の是正及び滞納家賃の納入指
導も行った。
修繕については、耐用年数が経過し、老朽化した住宅が多数あるが、迅速かつ適切に対
応した。
指定管理者として、事業実施計画書に基づいて実施し、入居者の安心安全を第一に適正
な業務を行った。生活実態調査を行うことで、入居実態に則した入居状況への是正を図る
ともに、積極的に収納率向上に努めるなど、適正かつ良好な業務であったと評価する。


